
【個人墓地の廃止許可申請に必要な書類】 
（法第 10条第 2項、条例第 15条） 

 

【申請から許可の流れ】 

① 事前相談 

② 廃止許可申請：申請書及び必要な書類を窓口で提出（手数料不要） 

③ 現地調査 

④ 許可書の交付    

 １ 
墓地等廃止許可申請書 

（市施行規則第 12条：第 7号様式） 

 ２ 廃止を行う土地の登記事項証明書（法務局） 

 ３ 付近の見取図 

 ４ 
墓地等の区域に係る土地及びその隣接地の公図の写し

（法務局） 

 ５ 
廃止しようとする理由を記載した書類 

（※申請書に記載の場合は不要） 

 ６  

墓地台帳上の所有者からの家系図（所有者と申請者の系

譜が確認できる戸籍謄本一式（除籍、改製原戸籍等も含

む）でも可） 

 ７ 
墓地の承継（管理）、廃止に係る 

他の法定相続人の承諾を証明する書類 

 ８  

改葬の内容を明らかにした書類 

（改葬先のお寺からの証明）又は 

埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類 

 ９ 許可書の郵送を希望される場合は、レターパックプラス 


